
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
五
号

港
湾
運
送
事
業
法
施
行
令

内
閣
は
、
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
八
条
、
第
三
十
条
及

び
附
則
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
の
施
行
期
日
）

第
一
条
　
港
湾
運
送
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港
湾
の
指
定
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
項
の
港
湾
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
港
湾
の
水
域
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
の
水
域
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
法
令
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
運
送
事
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
使
用
に
関
す
る
法
令

の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定

二
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
五
条
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
第
四
号
に
お
い
て
「
労
働
者
派

遣
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
条
の
規
定

三
　
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
十
四
条
の
規
定

四
　
労
働
者
派
遣
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定

（
職
権
の
委
任
）

第
五
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
般
港
湾
運
送
事
業
、
港
湾
荷
役
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
及
び
い
か
だ
運
送
事
業
に
関
す
る
法
第
二
章

（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

二
　
検
数
事
業
、
鑑
定
事
業
及
び
検
量
事
業
に
関
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
二

項
並
び
に
第
二
十
一
条
（
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
職
権

三
　
法
第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
職
権

四
　
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
権

２
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部

長
を
含
む
。
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
一
七
日
政
令
第
二
九
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三
一
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
二
七
日
政
令
第
一
五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
九
月
二
六
日
政
令
第
三
一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
二
〇
日
政
令
第
二
五
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
船
川
、
秋
田
及
び
堺
に
関
す
る
部
分

は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
六
月
二
七
日
政
令
第
二
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
二
二
日
政
令
第
二
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
港
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十

年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
九
月
二
〇
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
二
号
を

加
え
る
改
正
規
定
中
同
項
第
五
号
（
港
湾
運
送
事
業
法
第
二
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び

第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
船
橋
市
川
港
に
お
い
て
港
湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、
当
該
事
業
を
引
き
続
き
営

む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
免
許
を

し
た
旨
又
は
免
許
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第
三
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
一
七
日
政
令
第
三
三
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
一
日
政
令
第
一
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
九
〇
号
）

こ
の
政
令
中
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
条
の
規
定
は
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
の
施

行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
日
政
令
第
二
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
五
日
政
令
第
二
二
九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
鹿
島
港
、
木
更
津
港
、
豊
橋
港
、
金
沢
港
又
は
坂
出
港
に
お
い
て
港
湾
運
送
事
業

に
相
当
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
（
坂
出
港
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
新
た
に
同
港
の

区
域
と
な
る
区
域
に
お
い
て
当
該
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間

は
、
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、
当
該
事
業
を
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の

期
間
内
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
免
許
を
す
る
旨
又
は
し
な
い
旨
の
通
知
を
受

け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
の
施
行
前
に
新
潟
海
運
局
長
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可

そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定

に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
す
。

３
　
改
正
法
の
施
行
前
に
新
潟
海
運
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
政
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
一
九
四
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
五
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規
定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九

年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
六
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
一
月
九
日
政
令
第
三
二
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の

日
（
昭
和
六
十
年
一
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
九
日
政
令
第
二
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
兵
庫
県
の
部
尼
崎
の
項
及
び

西
宮
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
兵
庫
県
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定

は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
経
過
措
置
）

５
　
附
則
第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
後
の
港
則
法
施
行
令
別
表
第
一
の
尼
崎
西
宮
芦
屋
港
の
区
域

（
改
正
前
の
同
表
の
尼
崎
港
の
区
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一

号
）
第
二
条
第
二
項
の
港
湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
昭
和
六
十
一
年
九
月
三
十
日
ま

で
は
、
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
事
業
を
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
免
許
を
す
る
旨
又
は

免
許
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
政
令
第
六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
七
月
一
二
日
政
令
第
二
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
一
九
日
政
令
第
四
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
七
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
九
日
政
令
第
三
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
後
の
港
則
法
施
行
令
別
表
第
一
の
水
島
港
の
区
域
（
改
正
前
の
同
表
の
水

島
港
及
び
玉
島
港
の
区
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第

二
条
第
二
項
の
港
湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間

は
、
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
事
業
を
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た

と
き
は
、
そ
の
申
請
に
基
づ
く
免
許
を
す
る
旨
又
は
免
許
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い

て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一
の

玉
島
港
に
つ
い
て
港
湾
運
送
事
業
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け

て
い
る
者
（
港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
附
則
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日

か
ら
一
年
間
は
、
改
正
後
の
同
表
の
水
島
港
に
つ
い
て
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、
改
正
前
の
港

則
法
施
行
令
別
表
第
一
の
玉
島
港
の
区
域
に
お
い
て
当
該
事
業
を
従
前
の
例
に
よ
り
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
改
正
後
の
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一
の
水
島
港
に
つ
い
て
港
湾
運
送
事

業
の
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
基
づ
く
免
許
を
す
る
旨

又
は
免
許
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

５
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
玉
島
港
に
つ
い

て
の
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
二
日
政
令
第
二
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
一
七
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
後
の
港
則
法
施
行
令
別
表
第
一
の
三
河
港
の
区
域
（
改
正
前
の
同
表
の
豊

橋
港
及
び
蒲
郡
港
の
区
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第

二
条
第
二
項
の
港
湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間

は
、
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
事
業
を
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た

と
き
は
、
そ
の
申
請
に
基
づ
く
免
許
を
す
る
旨
又
は
免
許
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い

て
も
、
同
様
と
す
る
。

５
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一
の

豊
橋
港
又
は
蒲
郡
港
に
つ
い
て
港
湾
運
送
事
業
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
運
送
事
業
の

免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
附

則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
こ
の
政
令

の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
改
正
後
の
同
表
の
三
河
港
に
つ
い
て
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
受
け
な
い
で
も
、

改
正
前
の
港
則
法
施
行
令
別
表
第
一
の
豊
橋
港
又
は
蒲
郡
港
の
区
域
に
お
い
て
当
該
事
業
を
従
前
の
例
に
よ
り
引

き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
改
正
後
の
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一
の
三
河

港
に
つ
い
て
港
湾
運
送
事
業
の
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請

に
基
づ
く
免
許
を
す
る
旨
又
は
免
許
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。

６
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
豊
橋
港
又
は
蒲

郡
港
に
つ
い
て
の
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
七
日
政
令
第
七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
三
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
一
条

の
政
令
で
定
め
る
日
（
平
成
十
二
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
五
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
一
〇
日
政
令
第
二
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
九
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
後
の
港
則
法
施
行
令
別
表
第
一
の
関
門
港
の
区
域
（
改
正
前
の
同
表
の
関

門
港
の
区
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か

ら
一
年
間
は
、
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
な
い
で
も
、
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該

事
業
を
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
を
す
る
旨
又
は
許
可
を
し
な
い
旨
の
通

知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
四
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
四
日
政
令
第
一
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
港
湾
の
活
性
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
日
政
令
第
三
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
一
〇
日
政
令
第
二
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
一
一
日
政
令
第
二
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
山
口
県
の
部
徳
山
下
松
の
項

の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

都
道
府
県

港
湾

北
海
道

稚
内

北
海
道

留
萌

北
海
道

小
樽

北
海
道

函
館

北
海
道

室
蘭

北
海
道

苫
小
牧

北
海
道

釧
路

青
森

青
森

青
森

八
戸

岩
手

久
慈

岩
手

宮
古

岩
手

釜
石

岩
手

大
船
渡

宮
城

石
巻

宮
城

仙
台
塩
釜

福
島

小
名
浜

秋
田

秋
田
船
川

山
形

酒
田

新
潟

新
潟

新
潟

両
津

新
潟

直
江
津
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茨
城

日
立

茨
城

鹿
島

千
葉

木
更
津

千
葉

千
葉

東
京

神
奈
川

}

京
浜

神
奈
川

横
須
賀

静
岡

田
子
の
浦

静
岡

清
水

愛
知

三
河

愛
知

衣
浦

愛
知

名
古
屋

三
重

四
日
市

富
山

伏
木
富
山

石
川

七
尾

石
川

金
沢

福
井

敦
賀

京
都

舞
鶴

京
都

宮
津

和
歌
山

和
歌
山
下
津

大
阪

阪
南

大
阪

大
阪

兵
庫

尼
崎
西
宮
芦
屋

兵
庫

神
戸

兵
庫

東
播
磨

兵
庫

姫
路

徳
島

徳
島
小
松
島

香
川

高
松

香
川

坂
出

愛
媛

新
居
浜

愛
媛

今
治

愛
媛

松
山

愛
媛

郡
中

高
知

高
知

岡
山

岡
山

岡
山

宇
野

岡
山

水
島

岡
山

笠
岡

広
島

福
山

広
島

尾
道
糸
崎

広
島

呉

広
島

広
島

鳥
取

島
根

}

境

山
口

岩
国

山
口

徳
山
下
松

山
口

三
田
尻
中
関

山
口

宇
部

山
口

小
野
田

山
口

福
岡

}

関
門

福
岡

苅
田

福
岡

博
多

福
岡

大
牟
田

福
岡

三
池

佐
賀

唐
津

佐
賀

長
崎

}

伊
万
里

長
崎

臼
浦

長
崎

相
浦

長
崎

佐
世
保

長
崎

長
崎

熊
本

三
角

熊
本

八
代

熊
本

水
俣

大
分

大
分

大
分

津
久
見

大
分

佐
伯

宮
崎

細
島

宮
崎

油
津

鹿
児
島

鹿
児
島

鹿
児
島

名
瀬

沖
縄

運
天

沖
縄

那
覇

沖
縄

平
良

沖
縄

石
垣

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

港湾

港
湾
の
水
域

京浜

港
則
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
に
規
定
す
る
京
浜
港
の
水
域
の
ほ
か
、
江
戸
川
口
右
岸

突
端
か
ら
総
武
本
線
江
戸
川
橋
り
よ
う
に
至
る
同
川
右
岸
の
線
、
同
橋
り
よ
う
か
ら
総
武
本
線
、
東
北
本
線
、

東
海
道
本
線
及
び
根
岸
線
に
沿
つ
て
根
岸
線
中
村
川
橋
り
よ
う
に
至
る
線
、
同
橋
り
よ
う
か
ら
堀
川
口
左
岸
突

端
に
至
る
中
村
川
及
び
堀
川
左
岸
の
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
あ
る
河
川
及
び
運
河
の
水
面

並
び
に
総
武
本
線
江
戸
川
橋
り
よ
う
下
流
の
東
京
都
の
区
域
内
の
江
戸
川
、
潮
止
橋
下
流
の
中
川
及
び
新
中

川
、
手
代
橋
下
流
の
綾
瀬
川
、
笹
目
橋
下
流
の
荒
川
及
び
旧
中
川
、
芝
宮
橋
下
流
の
新
河
岸
川
及
び
隅
田
川
、

多
摩
川
大
橋
下
流
の
多
摩
川
、
平
沼
橋
下
流
の
帷
子
川
、
花
園
橋
下
流
の
新
大
岡
川
並
び
に
亀
の
橋
下
流
の
中

村
川
及
び
堀
川
の
水
面

伏木

港
則
法
施
行
令
に
規
定
す
る
伏
木
富
山
港
の
水
域
の
ほ
か
、
富
岩
運
河
の
水
面
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富山大阪

大
阪
北
港
北
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
二
四
秒
東
経
一
三
五
度
二
四
分
九
秒
）
か
ら
一
〇
度
二
、
七
六
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
一
四
度
七
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
一
八
度
三
〇

分
四
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
五
一
度
三
〇
分
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
一
四
度
五
、
九
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
三

〇
度
に
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
神
崎
川
口
右
岸
突
端
か
ら
一
般
国
道
二
号
の
神
崎
大
橋

に
至
る
同
川
右
岸
の
線
、
同
橋
か
ら
一
般
国
道
二
号
及
び
一
般
国
道
二
十
六
号
に
沿
つ
て
一
般
国
道
二
十
六
号

の
新
大
和
橋
に
至
る
線
、
同
橋
か
ら
大
和
川
口
右
岸
突
端
に
至
る
同
川
右
岸
の
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域
内
に
あ
る
河
川
及
び
運
河
の
水
面
、
左
門
殿
川
辰
巳
橋
及
び
中
島
川
中
島
出
来
島
橋
各
下
流
の
大
阪
市

の
区
域
内
の
河
川
水
面
、
東
経
一
三
五
度
二
七
分
三
八
秒
の
線
か
ら
下
流
の
大
和
川
水
面
並
び
に
内
川
放
水
路

古
川
橋
及
び
内
川
堅
川
橋
各
下
流
の
河
川
水
面

尼崎西宮芦屋

神
戸
第
七
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
三
四
秒
東
経
一
三
五
度
一
七
分
四
五
秒
）
か
ら
一
〇
度
四
、

八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
七
、
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
七
三

度
三
〇
分
七
、
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三
四
度
三
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
中
島
川
及
び
左
門
殿
川
左
門
殿
橋
下
流
の
尼
崎
市
の
区

域
内
の
河
川
水
面
、
旧
左
門
殿
川
五
合
橋
、
蓬
川
蓬
川
橋
、
武
庫
川
南
武
橋
及
び
宮
川
汐
凪
橋
各
下
流
の
河
川

水
面
並
び
に
辰
巳
橋
西
端
と
南
武
橋
東
端
と
を
結
ん
だ
線
以
南
の
各
運
河
水
面

神戸

神
戸
第
七
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
〇
度
四
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
九
、
八
七
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
五
九
度
一
一
、
九
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点

か
ら
三
〇
一
度
五
、
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
七
〇
度
に
引
い
た
線
及
び
陸

岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
高
橋
川
高
橋
川
橋
、
新
湊
川
駒
栄
橋
及
び
妙
法
寺
川
古
川
橋
各
下
流
の
河
川
水
面

並
び
に
新
川
運
河
及
び
兵
庫
運
河
の
各
運
河
水
面

高松

長
崎
鼻
、
帆
槌
鼻
及
び
本
津
川
口
右
岸
の
埋
立
地
北
西
端
（
北
緯
三
四
度
二
一
分
二
六
秒
東
経
一
三
四
度
三
四

秒
）
を
順
次
に
結
ぶ
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
並
び
に
最
下
流
橋
下
流
の
詰
田
川
の
水
面

坂出

沙
弥
島
北
端
（
北
緯
三
四
度
二
一
分
一
二
秒
東
経
一
三
三
度
四
九
分
九
秒
）
か
ら
小
瀬
居
島
南
端
（
北
緯
三
四

度
二
二
分
一
五
秒
東
経
一
三
三
度
五
一
分
一
七
秒
）
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
九
八
度
に
引
い
た
線
及
び

陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

松山

弁
天
山
三
角
点
（
一
二
九
・
四
メ
ー
ト
ル
）
（
北
緯
三
三
度
五
〇
分
三
九
秒
東
経
一
三
二
度
四
二
分
五
五
秒
）

か
ら
二
〇
九
度
一
〇
分
四
、
七
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た

線
、
同
地
点
か
ら
興
居
島
黒
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
神
埼
か
ら
白
石
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
面

高知

港
則
法
施
行
令
に
規
定
す
る
高
知
港
の
水
域
の
ほ
か
、
稲
生
橋
下
流
の
下
田
川
、
土
讃
本
線
国
分
川
橋
り
よ
う

下
流
の
国
分
川
、
山
田
橋
下
流
の
江
ノ
口
川
及
び
堀
川
の
水
面

徳山下松

赤
崎
三
角
点
（
七
一
メ
ー
ト
ル
）
（
北
緯
三
四
度
二
分
四
二
秒
東
経
一
三
一
度
四
〇
分
三
〇
秒
）
か
ら
郷
屋
三

角
点
（
一
四
二
メ
ー
ト
ル
）
（
北
緯
三
四
度
一
分
五
秒
東
経
一
三
一
度
四
二
分
二
九
秒
）
ま
で
引
い
た
線
、
馬

島
金
埼
か
ら
笠
戸
嶋
三
角
点
（
二
五
六
メ
ー
ト
ル
）
（
北
緯
三
三
度
五
六
分
一
四
秒
東
経
一
三
一
度
四
九
分
三

五
秒
）
ま
で
引
い
た
線
、
笠
戸
島
鎌
石
岬
か
ら
茶
臼
山
山
頂
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
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